
 

 

2026 年 3 月６日 
 

預金規定改定のお知らせ 
 

当金庫では下記のとおり預金規定を改定しますので、お知らせいたします。 
なお、改定後の新規定は、改定前にご契約いただいているお客さまにも適用されますのでご了承ください。 

 

記 
１．改定日 

2026 年 4 月 1 日（水） 
  

２．改定理由 
（１）「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた対応 
（２）手形・小切手機能の電子化に伴う手形・小切手帳発行受付終了等の対応 
 

３．対象となる預金規定等 

 



 

 

 
４．改定内容 
（１）「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた対応 

普通預金規定について、以下の条項を改定します。普通預金規定以外の規定につきましても、同様の 
改定を行います。 

（下線部分を変更・追加） 
新 旧 

13．（取引の制限等） 
（１）【省略】 
（２）日本国籍を保有せず本邦に居住している預金者は、在

留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫所
定の方法で届出てください。届出のあった在留期間が経
過したときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく
取引の全部または一部を制限する場合があります。 

（３）第１項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者
の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およ
びその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリン
グ、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵
触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の
本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

（４）前３項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者
からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金
供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが
合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は
当該取引の制限を解除します。 

13．（取引の制限等） 
（１）【省略】 
＜追加＞ 
 
 
 
 
（２）前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の

回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容および
その他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリン
グ、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵
触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の
本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

（３）前２項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者
からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金
供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが
合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は
当該取引の制限を解除します。 

１４．（解約等） 
（１）【省略】 
（２）次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預

金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの
預金口座を解約することができるものとします。なお、通知
により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫
が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信し
た時に解約されたものとします。 

①～④【省略】 
⑤ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあ

たって、預金者について確認した事項、および第 13 条
第１項もしくは第２項の定めにもとづき預金者が回答
または届出た事項について、預金者の回答または届
出が虚偽であることが明らかになった場合 

⑥～⑦【省略】 
（３）～（５）【省略】 

１４．（解約等） 
（１）【省略】 
（２）次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預

金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの
預金口座を解約することができるものとします。なお、通知
により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫
が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信し
た時に解約されたものとします。 

①～④【省略】 
⑤ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあ

たって預金者について確認した事項に関し、偽りがある
ことが明らかになった場合 

 
 

⑥～⑦【省略】 
（３）～（５）【省略】 

 
  



 

 

 
（２）手形・小切手機能の電子化に伴う手形・小切手帳発行受付終了等の対応 
      当座勘定規定（一般用）について、以下の条項を改定します。 

（下線部分を変更・削除） 
新 旧 

第８条（手形、小切手用紙） 
（１）～（４）【省略】 
＜削除＞ 
 
（５）当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその

支払日から３か月を経過した場合は返却を求めることが
できないものとします。 

（６）前項の期間を経過した場合において、本人から請求があ
ったときは、当金庫所定の手続きによって当該手形または
小切手の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写し
の保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 

第８条（手形、小切手用紙） 
（１）～（４）【省略】 
（５）手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と

認められる枚数を実費で交付します。 
（６）当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその

支払日から３か月を経過した場合は返却を求めることが
できないものとします。 

（７）前項の期間を経過した場合において、本人から請求があ
ったときは、当金庫所定の手続きによって当該手形または
小切手の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写し
の保管期限を経過した場合は、その限りではありません。 

第１２条（手数料等の引落し） 
（１）当金庫が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保

証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合
には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定から
その金額を引落すことができるものとします。 

（２）【省略】 

第１２条（手数料等の引落し） 
（１）当金庫が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保

証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合
には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すこ
とができるものとします。 

（２）【省略】 

 以上 


